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保健福祉課
お知らせ

あったからんどは４月より第１・第３　　の水曜日の休館日を廃止いたしました
（ただし、水曜日の開館時間は午後１時から午後10時までで　　 す。水曜日が祝日の場合は午前９時から午後10時までです）

歯周病という病気をご存じですか？
　歯周病は、歯垢＝プラーク（細菌のかたまり）の中の歯周病菌が、歯ぐきに炎症
を起こし腫脹したり、歯を支えている骨などを溶かしてしまう病気です。
　自覚症状がなく進行し、放置すると歯が抜け落ちてしまいます。成人では歯を失
う最大の原因が歯周病です。歯周病の発生には、不十分な歯磨きや、生活習慣が深
く関連しています。

歯周病セルフチェック

□ 歯ぐきに赤く腫れた部分がある。
□ 起床時に口の中がネバネバする。
□ 歯を磨くと出血する。
□ 歯が浮いたような感じがする。
□ 口臭が気になる。
□ 歯と歯の間にものが挟まりやすい。
□ 歯がぐらぐらする。
□ 歯ぐきから膿が出ることがある。
□ 歯が伸びたような気がする。
□ 歯科医院に長年行っていない。

チェックが３つ以上
の方は、歯周病の可
能性がありますの
で、歯科医院に相談
しましょう

歯肉炎
◆歯ぐきの腫れ、赤み、歯磨き時　
　の出血
◆正しい歯磨きで改善します。
◆自覚症状はほとんどありません。

≪歯周病の進行≫

歯周炎
◆歯ぐきからの出血、膿、口臭
◆支えている骨が溶かされ、
　歯がぐらぐらになります。
◆痛みや違和感などの症状が出ます。

≪歯周病の予防≫

◎家庭でのセルフケア
・正しい歯磨き　
・生活習慣の改善

◎歯科医院での専門的なケア
・ブラッシング指導
・歯石除去
・歯面清掃 (クリーニング )
・定期検診

◎歯磨きによるセルフケア
・軽い力でブラシを小刻みに動かして
　磨きましょう。
・歯ブラシの毛先を、歯ぐきとの境目
　に当てて磨きましょう。
・鏡を見ながら丁寧に磨きましょう。
・歯と歯の間は、フロスや歯間ブラシ
　を使用して清掃しましょう。
・毛先が開いたブラシは、清掃率が
　落ちるので交換しましょう。

【問い合わせ先】　※心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　保健福祉課　地域包括支援センター　歯科衛生士　（☎ 82 － 2780）

喫煙・口呼吸・
歯ぎしり・ス
トレス・糖尿
病などの持病
があると、歯
周病を進行さ
せる要因にな
ります。
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INFORMATION

あったからんどは４月より第１・第３　　の水曜日の休館日を廃止いたしました
（ただし、水曜日の開館時間は午後１時から午後10時までで　　 す。水曜日が祝日の場合は午前９時から午後10時までです）

児童扶養手当について児童扶養手当について

●支給対象
　下記の支給対象要件に該当する18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（一定の障がいがある
ときは20歳未満）を監護している方（母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方）。また、
公的年金（遺族年金・障害年金等）を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、
年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※所得制限額があります。

1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令の定めのある
障害の程度にある児童

4 父または母の生死が明らかでな
い児童

5 父または母から１年以上遺棄されて
いる児童

6 父または母が１年以上拘禁されて
いる児童

7 婚姻しないで生まれた児童
8 父・母ともに不明である児童（孤

児など）

支給対象◆具体例

児童が次の要件に該
当する場合

父、母または養育者が次
の要件に該当する場合

●父または母の死亡
について支給され
る遺族補償を受け
ることができると
き

●児童福祉施設など
に入所したり、里親
に預けられたとき

●婚姻の届出はしなくて
も、事実上の婚姻関係
（内縁関係など）がある
とき（母子家庭・父子
家庭に限る）

支給されないケース ●支給手続き
　手当を受けるには、保健
福祉課で次の書類を添えて
申請してください。
①請求者と対象児童の戸籍
謄本

②請求者と対象児童が含
まれる世帯全員の住民票
（続柄・本籍がわかるもの）

③申請者名義の預金通帳
④その他状況に応じて必要
となる書類があります。

　受給者は、現況届を上記の期間に提出することになっ
ています。必要な書類を添えて保健福祉課まで届け出て
ください。なお、届け出がない場合は、引き続き手当を
受けることが出来なくなりますので、期限内に必ず手続
きをしてください。

◆毎年８月１日から８月 31 日まで

　児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の
生活の安定と児童の健全育成のための手
当を支給する制度です。

平成28年８月から
加算額が、増額されます。
【第　２　子】月額５千円から最大で月額１万円に
【第３子以降】月額３千円から最大で月額６千円に

▼ひとり親のご家庭は、子育てと生計を１人で担わなければならず、生活上のさまざまな
　困難を抱えています。特に子どもが２人以上いるひとり親のご家庭は、より厳しい状況
　にあるため、第２子の加算額と第３子以降の加算額が増額されます。

加算額の増額の目的と内容（平成28年８月から）

児童扶養手当・特別児童扶養手当
≪　共　通　≫

　各種届出について、受給者の

世帯の状況等に変更があったと

き、各種届け出が必要となる場

合があります。

　児童扶養手当や特別児童

扶養手当の手続きや手当

額、所得制限額などに関し

ての詳細・お問合せはこち

らまでご連絡ください。

保健福祉課

総務グループ

（児童扶養手当）

保健・医療グループ

（特別児童扶養手当）

　　　　　　　☎82－2780

①対象児童が、児童福祉施設等に入所した
　とき

②対象児童の障がいの程度が、手当の基準
に該当しなくなったとき

③対象児童が、障がいを理由とする公的年
金を受けるようになったとき

④受給者の所得が一定額以上ある場合

支給されないケース

●支給対象

　身体や精神に中程度以上の障がいのある

20歳未満の児童を養育している父もしくは

母（所得が多い方）または父母に代わって

児童を養育している人に対して支給される

手当です。

　ただし、下記の表の①～④のいずれかに

該当するような場合は受給資格がなくなり

ますので、すぐに届け出て下さい。

●支給手続き

　手続きには下記の①～⑦の書類が

必要ですが、詳細な受給要件があり

ますので、事前に窓口でご相談下さ

い。

①診断書（所定の様式）

※身体障害者手帳や療育手帳をお持

ちの方で、診断書の提出が省略で

きる場合があります。

②戸籍謄本

③世帯全員の住民票

④預金通帳（請求者名義のもの）

⑤印鑑

⑥マイナンバー

⑦その他状況に応じて必要な書類が

あります。

『所得状況届』は受給者全員が上記の期間に提出します。
届け出を提出しない場合は８月分以降の手当が受けられま
せん。なお、２年間届け出をしないと受給資格がなくなり
ます。

◆毎年８月 12 日から９月９日まで特別児童扶養手当について特別児童扶養手当について

※受給資格がなくなった後に受け取った手当

は返還していただくことになりますのでご

注意下さい。


